
 次に、予防医療についてお伺いし

ます。 

 全国的に医療・介護給付費は増加

の一途をたどり、社会保障給付費の

伸びを抑えない限り、2040年には約

83兆円に達し、国家財政の持続可能

性に重大な影響を与える見通しとな

っています。 

 そこで、今後、増大すると考えら

れる社会保障費を抑えるための政策

が必要だと考えられますが、その対

策の一つとして、予防医療の導入に

よる医療費抑制効果が研究、検討を

重ねられているところです。 

 しかし現在、一部の予防医療は、

医療費削減につながるものの、全て

の予防医療が費用削減につながると

は限らないとして、慎重な検討が必

要だという考えがあるようです。 

 予防医療は、段階によって大きく

３つに分けることができ、病気にか

からないための一次予防、病気を重

篤化させない二次予防、リハビリに

よる機能回復などの三次予防があり

ます。 

 三菱総研の試算によれば、病気に

かからないための一次予防の領域

で、予防医療技術が社会に普及した

場合は、医療・介護費の抑制効果が

期待されるとの試算がなされていま

す。試算では、医療費よりも介護費

の削減に大きな効果が見込まれるも

のとなりました。 

 ただ、医療費削減につながるかど

うかは別としても、病気にかからな

いための予防医療、健康寿命延伸の

ための取組は必要だと考えます。 

 病気の予防や自分の健康を顧みる

こと、血圧、血糖、コレステロール

等の数値を把握し、自身の健康上の

リスクを知ることは、とても重要な

ことです。 

 予防によって健康状態がよくなれ

ば、就労やその他の経済活動を行え

る期間が長くなります。また、家族

や友人と暮らせる期間が延びるな

ど、生活の質は高まり、費用の比較

にはとどまらない多くのメリットが

あります。 

 そこで、定期的な健康診断やがん

検診、また40歳から74歳の方が対象

となる生活習慣病予防のための特定

健診などを受診する必要がありま

す。 

 厚生労働省は、来年４月以降に、

住民のがん検診の受診歴を市区町村

が把握する仕組みを導入することと

し、準備が整った市区町村から始め

るとしています。 

 受診漏れがある住民に定期的な検

診を促し、早期発見や治療につなげ

る狙いです。当面はＱＲコードなど

を使って、住民に受診歴を連絡して

もらう方式を想定しているようで

す。 

 これまでがん検診の受診につきま

しては、受診者が勤務先や健康保険

組合が行う検診のほか、個人が任意

で受ける人間ドックもあり、自治体

全体の受診率を把握するのは難しい

現状がありました。 

 その打開策として、今回、厚生労

働省は勤務先の検診も含めて、住民

の受診歴を把握することを自治体の

努力義務とされるのだと考えます

が、厚生労働省の示した方式では、

全体の受診歴把握につながりにくい

のではないかと懸念するところでご

ざいます。 

 そこで、お伺いします。 

 厚生労働省が努力義務とするがん

検診の受診の把握について、新居浜

市として、これまで把握が困難であ

った市民全体での受診率の把握につ



ながると考えられますでしょうか、

お伺いします。 

 令和５年度の、新居浜市国保の特

定健診受診者5,315人のうち、血圧

の上が160、下が100を超える方は

522人と、受診者の約１割に上り、

そのうち326人が高血圧未治療とな

っています。 

 新居浜市では、心疾患で亡くなる

割合は、がんに次いで２番目です

が、愛媛県は2020年の資料で、人口

10万人に対する心疾患の都道府県別

年齢調整死亡率が男女とも全国ワー

スト１位となっております。また、

現在、市では、国民健康保険加入者

のがん検診の受診率が減少傾向にあ

ると認識しております。受診料を無

料から有料にしたことが、少なから

ず受診率の低下につながっていると

考えます。 

 政府は、高齢者の方にも、所得に

応じて医療費の窓口負担を増加させ

る取組を進めています。 

 今後、自治体においても、受益者

負担、応能負担の増加は進むと考え

られます。 

 ただ、生活が苦しい方が、がん検

診の受診などを費用が理由で受診を

控えることのないように、有償ボラ

ンティアのポイント報酬をがん検診

料に充てられるようにするなど、受

診率向上につなげる取組を検討して

いただきたいと考えますが、御所見

をお伺いします。 

 また、市として、医療費、介護費

の削減につながると考えられる予防

医療の取組についてどのように考え

られますか、お伺いします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。久枝福祉部長。 

○福祉部長（久枝庄三）（登壇） 

予防医療についてお答えいたしま

す。 

 まず、がん検診での受診把握につ

いてでございます。 

 厚生労働省では、集団健診カレン

ダーや受診勧奨はがき、特定健診受

診券の通知等を活用し、二次元コー

ド等を用いて受信状況を把握するこ

とを想定しておりますが、自己申告

方式による回答であるため、市民全

体のがん検診受診率の把握は困難で

あるものと考えております。 

 次に、受診率向上につなげる取組

についてでございます。 

 がん検診自己負担金の有料化等に

伴い、令和６年度のがん検診受診者

数は減少いたしましたが、令和７年

度は早期から各校区の自治会長会で

の周知啓発、公民館でのサークル活

動や電話、訪問等による受診勧奨に

より、受診者数は回復傾向となって

おります。 

 引き続き、あらゆる機会を捉え、

受診勧奨に努めるとともに、有償ボ

ランティアのポイント報酬の活用な

ど、様々な受診率向上対策について

も調査、研究を進めてまいります。 

 次に、予防医療の取組についてで

ございます。 

 予防医療は、疾病予防から疾病の

早期発見、早期治療、重症化予防ま

での一生を通じた包括的健康支援で

あり、健康寿命の延伸や医療費、介

護費の抑制、生活の質の向上のため

に大変重要な取組であると認識いた

しております。 

 本市におきましては、令和７年３

月に策定いたしました第３次元気プ

ラン新居浜21に基づき、妊娠期から

高齢期にわたる生涯を通じた効果的

な健康施策に取り組んでまいりま

す。 

○議長（田窪秀道） 黒田真徳議



員。 

○１０番（黒田真徳）（登壇） あ

りがとうございます。 

 病気になったらなったときと健康

のときは思いがちですが、実際に病

気になったときに、本当に健康のあ

りがたみが骨身にしみるものでござ

います。健康長寿のまちづくりに向

けて、よろしくお願いいたします。 


